
第６章 保存・活用に関する措置 

 
129 

第６章 保存・活用に関する措置 

本章は、計画期間中に実施する措置について取り上げており、本計画におけるアクションプランに相当する。 

措置は、本章を通じて、第５章で設定した課題及び方針に基づき、①「仕組みづくり」、②「人づくり」、③「周

知・発信」の３項目に基づき分類し、計画期間中を通して行う取組みを「対応」、期間を定めて行う取組みを「事業」

として設定している。対応及び事業の概要は以下のとおりである。 

対応  計画期間に依らず継続的に実施または検討する必要のある取組み。 

文化財保護法や横手市文化財保護条例などの各種例規や通達等により実施するもののほか、既存計画に依らなくと

も必要性が高いと判断されるものも含む。これまで継続して実施している取組みでも、その根拠が未整備な事例や制

度設計が現状に即さない事例も一部にあるため、本計画の作成を契機として見直しを図り、必要に応じて仕組みの再

構築も行おうとするものである。また、今後の歴史文化遺産の保存・活用を進めるうえで、関係機関や民間との協力

体制も構築しながら円滑かつ適切に行うことと、行政職員の定期異動に際しても円滑な業務執行体制を整えることを

念頭に、必要な対応についてリスト化する意図も踏まえている。このため、「対応」は本市における歴史文化遺産に

係る保存・活用を進めるうえでの基盤となる部分であり、「事業」を実施する上で前提となる部分でもある。 

事業 本計画で設定した方針に基づき期間を定めて実施する取組み。 

 横手市歴史的風致維持向上計画など、市の関連計画において具体的な整備等が位置付けられているものも多く、こ

うした関連計画と連動することで、観光振興をはじめ学校教育・社会教育や地域振興など、関連する分野との連携性

の強化と相乗効果を図る。また、既に継続して実施している事業については、客観的な成果や有効性の分析がなされ

ていないものも一部にあり、将来的な統合や見直しも検討材料となることから、方針に沿ったものを取り上げた。 

 

■各項における措置の表について 

・『対応』、『事業』の別に掲載している。 

・「（個々の）歴史文化遺産」、「地域遺産」、「歴史文化遺産保存活用区域」に区分して措置を掲載したが、 

各区分の一部または全てに重複して位置付けられる措置は、主たる区分以外への掲載は【再掲】と記載した。 

・「方針」の列には第５章５．で述べた方針のうち該当するものを「○-○」で記載している。 

・『対応』に位置付けた全ての措置は、計画期間の全期間を通じて実施するものである。 

・『事業』のうち、事業期間において、「Ｓ」は昭和、「Ｈ」は平成、「Ｒ」は令和を示す。 

・各措置の概要及び財源等については、本章「４．措置の一覧」に掲載している。 

  

措置の実施と中間評価時における計画の見直し 

措置の実施にあたっては、地域の歴史を取り巻く背景についても丁寧に調査するとともに、地域住民や関係機関、

団体等と十分に協議したうえで実施することを前提とする。なお、第５章４．で挙げた既存計画（関連計画）に基づ

く措置は、措置を実施する期間を当該関連計画の計画期間として設定しており、当該計画の見直し時に、必要に応じ

て措置の設定を見直すものとする。詳細については、第７章２．に記載した。 

今後の社会情勢の変化をはじめ、把握や詳細調査の進捗等に伴った状況の変化も想定されることから、計画期間の

中間期にあたる令和６年（2024）度末を目途に、措置も含めた計画の見直しを実施するほか、毎年実施する進捗評価

に伴う計画の進捗に応じて事業期間の見直し等も含めた検討を実施し、必要な場合計画の変更に関する認定の申請を

行うものとする。  
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１．歴史文化遺産の保存・活用に関する措置 

個々の歴史文化遺産の保存・活用を進めるために行う措置の概要を述べる。 

（1）対応 

適切な歴史文化遺産の保存・活用や施設運営を円滑に行うための審議会や協議会等の開催や各関連計画の管理など、

本市が条例等に基づき実施している基本的な事項や、今後必要となる事項などを位置づけた。文化財保護法の改正を

はじめ、現状に即して必要な例規等の見直しや整備を図る。あわせて市の関係計画をもとに資料館施設の統廃合も視

野に入れた検討を行う。 

歴史まちづくり等に関係する部署による連絡調整会議を開催し、本計画や横手市歴史的風致維持向上計画等の進捗

管理のほか情報共有と円滑な事業計画の作成と執行を行う。また、本市が実施する歴史文化や歴史文化遺産を活かし

た取組みに関する周知・発信を行う。 

地域遺産に設定したものを除く多様なテーマに沿った歴史文化遺産のまとまりについて、「横手遺産（仮称）」認

定制度の創設を検討し、本市の各地に残る地域固有の歴史文化の価値付けを図る。 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-1 ①-Ａ01 歴史文化遺産リストの整備・更新 横手市 
02 ①-1 ①-Ａ02 市内遺跡地図台帳整備の促進 横手市 
03 ①-1 ①-Ａ03 資料館施設等の資料台帳整備の促進 横手市 
04 ①-1 ①-Ａ04 市指定文化財等の現状把握 横手市 
05 ①-1 ①-Ａ05 市内建造物等の現況把握 横手市 
06 ①-1 ①-Ａ06 市内民俗行事等の現況把握 横手市 
07 ①-1 ①-Ａ07 公共施設及び学校等美術品等の現況把握 横手市 
08 ①-2 ①-Ａ09 横手市文化財保護審議会の開催と機能強化 横手市 
09 ①-2 ①-Ａ10 文化財指定の推進と指定基準の検討 横手市 
10 ①-3 ①-Ａ15 横手市伝統的建造物群保存審議会の開催 横手市 
11 ①-3 ①-Ａ16 横手市歴史文化遺産保存活用推進協議会の開催 横手市 
12 ①-3 ①-Ａ17 横手市歴史的風致維持向上協議会の開催 横手市 
13 ①-3 ①-Ａ18 横手市郷土資料館施設運営協議会の開催 横手市 
14 ①-3 ①-Ａ19 石坂洋次郎文学記念館施設運営協議会の開催 横手市 
15 ①-3 ①-Ａ20 横手市展望台展示資料協議会の開催 横手市 
16 ①-3 ①-Ａ21 平鹿農村文化伝承館運営協議会の開催 横手市 
17 ①-3 ①-Ａ22 横手市増田まんが美術館運営協議会の設置 横手市 
18 ①-3 ①-Ａ23 横手市歴史文化遺産保存活用地域計画の進捗管理 横手市 
19 ①-3 ①-Ａ24 横手市歴史的風致維持向上計画の進捗管理 横手市 
20 ①-3 ①-Ａ25 横手市増田まんが美術館の運営方針の点検と評価の実施 横手市 
21 ①-3 ①-Ａ26 歴史文化遺産等関連例規の見直し 横手市 
22 ①-3 ①-Ａ27 歴史文化遺産の公有化基準の検討 横手市 
23 ①-3 ①-Ａ28 文化財保護管理指導員設置の検討 横手市 
24 ①-3 ①-Ａ29 資料館施設統廃合の検討 横手市 
25 ①-4 ①-Ａ30 文化財所有者等に対する防火対策指導の徹底 横手市 
26 ①-4 ①-Ａ31 史跡、名勝、天然記念物の災害への対策 横手市 
27 ①-4 ①-Ａ32 市指定美術工芸品等の防災防犯に関する普及啓発 横手市 
28 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討 横手市 
29 ①-4 ①-Ａ34 重要文化財等の防災訓練の実施支援 所有者等 
30 ①-6 ①-Ａ41 横手遺産（仮称）認定制度の創設 横手市 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-3 ②-Ａ07 歴史まちづくり連絡調整会議の開催 横手市 

③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-3 ③-Ａ06 歴史まちづくりの取組みに関する周知・発信 横手市 
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（2）事業 

文化財保護法に基づき実施する埋蔵文化財調査のほか、指定等歴史文化遺産に対する修理等への支援、標柱及び説

明板等を位置付けた。このほか、地域課題の解決及び地域の活性化を図る活動を行う団体等の事業に対し、支援を行

う。指定等歴史文化遺産については現況把握の状況を踏まえ、建造物に限らず適切な修理周期に基づく修理を促すほ

か、説明板整備は、現況確認に基づき必要に応じて更新する。新規設置の場合は地域遺産を構成する歴史文化遺産や

歴史文化遺産保存活用区域内に所在する歴史文化遺産について優先して進める。 

①「仕組みづくり」に関する事業 

②「人づくり」に関する事業 

計画作成時は位置づけていない。 

③「周知・発信」に関する事業 

 

２．地域遺産の保存・活用に関する措置 

地域遺産について、第５章５．で設定した方針のもと、第４章１．で述べた設定の考え方及び基本的な方向性を

踏まえ、各地域遺産における計画期間中の実施方針及び措置を述べる。なお、各地域遺産に関する措置について、全

ての地域遺産に重複して位置付けられる措置は、事業名の後に【地域遺産共通】と記載している。 

 

■各地域遺産共通の実施方針 

・ ストーリーに沿った新たな歴史文化遺産の把握に努めるほか、ストーリーそのものについても随時見直しを

行い、地域遺産の磨き上げを行う。詳細調査や指定等の価値付けについても、地域遺産を構成する主要な歴史

文化遺産について優先して進める。 

・ 地域遺産を構成する国指定等の歴史文化遺産の修理や整備を優先し、歴史文化遺産の価値を高め、磨き上げ

を行う。これをもとに学校教育や社会教育でも利用可能な地域遺産毎の回遊ルートの設定を進め、市内の資料

館施設を学びの拠点として活用しながらテーマを通して市内全域の歴史文化遺産を体感できる仕組みづくりを

進める。これにあたり、パンフレット等の作成やホームページ等を活用した情報発信を進め、「横手を学ぶ郷

土学」推進事業等の学校現場での取組みとも連携しながら、地域遺産を知る機会の創出に努める。まちあるき

や探訪を開催し、ワークショップ等の実施では住民参加によるフェノロジーカレンダー3の作成も視野に入れる

ほか、有識者等の協力も求めながら講座や講演会などを開催する。 

・ 地域遺産の保存・継承や活用のために必要となる支援を推進し、幅広い文化の継承を図る。大学や研究機関

等との連携も強化しながら担い手や指導者及び団体等の育成を図る。  

 
3 「フェノロジーカレンダー」とは、地域の自然と人の営みを表した生活季節暦のことを言う。 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ①-1 ①-Ｂ01 市内埋蔵文化財分布調査事業 横手市 H17 R10 
02 ①-2 ①-Ｂ03 市内遺跡本調査事業 横手市 H17 R10 
03 ①-3 ①-Ｂ09 指定文化財等の修理等支援事業 所有者等 H17 R10 
04 ①-3 ①-Ｂ10 地域づくり市民活動支援事業 所有者等 H30 R10 
05 ①-4 ①-Ｂ25 指定建造物火災警報設備等設置促進事業 所有者等 R4 R10 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ02 指定文化財等標柱及び説明板の設置・更新事業【再掲】 横手市 H17 R10 
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地域遺産①「市域北部及び西部に息づく古代の足跡」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本地域遺産については、詳細調査及び周知・発信について重点的に進め、継続している後三年合戦関連遺跡の埋蔵

文化財調査を進めるほか、民間団体等が実施する雄勝城推定地発掘調査などの活動を支援する。調査成果については、

現地説明会やシンポジウム等を開催し周知を図るほか、広域連携も進める。併せて、国指定史跡である大鳥井山遺跡

附陣館遺跡の整備基本計画の作成を進める。講座や探訪等の開催により、平安時代の後三年合戦に係る歴史文化遺産

のみならず、これ以前の時代の歴史文化遺産についても周知を図るほか、大学等との連携も進める。 

（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-1 ①-Ａ01 歴史文化遺産リストの整備・更新【再掲・地域遺産共通】 横手市 
02 ①-1 ①-Ａ03 資料館施設等の資料台帳整備の促進【再掲・地域遺産共通】 横手市 
03 ①-2 ①-Ａ11 後三年合戦関連遺跡指導委員会及び後三年合戦関連史跡検討会の開催 横手市 
04 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・地域遺産共通】 横手市 
05 ①-4 ①-Ａ34 重要文化財等の防災訓練の実施支援【再掲】 所有者等 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-1 ②-Ａ01 講習会等の情報提供【地域遺産共通】 民間団体等 
02 ②-1 ②-Ａ03 雄勝城推定地の調査協力 民間団体等 
03 ②-2 ②-Ａ05 歴史文化遺産を活かした郷土教育の推進【地域遺産共通】 横手市 
04 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【地域遺産共通】 民間団体等 

③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-1 ③-Ａ02 発掘調査現地説明会の開催 横手市 
02 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【再掲・地域遺産共通】 横手市 

（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

  

番
号 

方針 
措置 
番号 

措置名 措置主体 
措置期間 
開始 終了 

01 ①-2 ①-Ｂ06 後三年合戦関連遺跡群調査事業 横手市 H22 R6 
02 ①-3 ①-Ｂ13 秀衡街道保全管理事業 横手市 R1 R6 
03 ①-5 ①-Ｂ30 国史跡大鳥井山遺跡整備基本計画策定事業 横手市 R7 R8 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-1 ②-Ｂ01 地域の歴史・伝統文化講座開催事業【地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ②-1 ②-Ｂ02 郷土文化保存伝承支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H18 R9 
03 ②-2 ②-Ｂ04 「横手を学ぶ郷土学」推進事業【地域遺産共通】 横手市 H27 R10 
04 ②-2 ②-Ｂ05 大学等連携事業 横手市 R3 R6 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ02 指定文化財等標柱及び説明板の設置・更新事業【地域遺産共通】 横手市 H17 R10 
03 ③-3 ③-Ｂ03 歴史素材を活かした広域連携事業 横手市 R3 R10 
04 ③-3 ③-Ｂ05 まちあるきワークショップ開催事業【地域遺産共通】 横手市 R5 R9 
05 ③-3 ③-Ｂ06 市民大学（仮称）講座開設事業（横手を学ぶ郷土学講座）【地域遺産共通】 横手市 R4 R6 
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地域遺産②「中世城館を基盤とした地域拠点の成立とまちづくり」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本地域遺産については、詳細調査及び保存・整備について重点的に進め、継続している建造物の調査を進めるほか、

横手市景観計画や横手市歴史的風致維持向上計画等の関連計画に基づく価値付けについても検討を進める。 

地域遺産を構成する歴史文化遺産で来街者の多い遺跡等の保全を実施するとともに、横手地区の羽黒町に所在する

旧片野家住宅について、詳細調査を実施したうえで保存・活用のための方針を検討し、整備を実施する。 

横手市増田伝統的建造物群保存地区の修理事業を進め、修理事業説明会等を開催するほか、保存団体が実施する防

災・防犯意識啓発の取組みも支援する。こうした建造物の修理等を実施するための修理技術者の育成に努めるほか、

民間団体が実施する歴史的建造物等の保存活用に関する専門知識を持つヘリテージマネージャーの育成を支援する。 

（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-1 ①-Ａ01 歴史文化遺産リストの整備・更新【再掲・地域遺産共通】 横手市 
02 ①-1 ①-Ａ03 資料館施設等の資料台帳整備の促進【再掲・地域遺産共通】 横手市 
03 ①-1 ①-Ａ05 市内建造物等の現況把握【再掲】 横手市 
04 ①-2 ①-Ａ12 景観重要建造物の指定の検討 横手市 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

06 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H17 R6 
07 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【地域遺産共通】 横手市 H30 R9 
08 ③-3 ③-Ｂ12 後三年合戦周知事業 横手市 H21 R6 
09 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【地域遺産共通】 横手市 R4 R10 
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番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
05 ①-2 ①-Ａ13 景観重点地区の追加の検討 横手市 
06 ①-2 ①-Ａ14 歴史的風致形成建造物の指定の推進 横手市 
07 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・地域遺産共通】 横手市 
08 ①-4 ①-Ａ34 重要文化財等の防災訓練の実施支援【再掲】 所有者等 
09 ①-4 ①-Ａ35 建築基準法適用除外の方針の検討 横手市 
10 ①-4 ①-Ａ36 整備済みの防災施設の点検と啓発 横手市 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-1 ②-Ａ01 講習会等の情報提供【地域遺産共通】 民間団体等 
02 ②-1 ②-Ａ02 ヘリテージマネージャーの育成支援 民間団体等 
03 ②-1 ②-Ａ04 修理技術者講習会の開催 横手市 
04 ②-2 ②-Ａ05 歴史文化遺産を活かした郷土教育の推進【地域遺産共通】 横手市 
05 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【地域遺産共通】 民間団体等 

③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-1 ③-Ａ01 修理事業説明会の開催 横手市 
02 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【再掲・地域遺産共通】 横手市 

 

（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

 

 

 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ①-2 ①-Ｂ04 旧片野家住宅調査事業 横手市 R2 R3 
02 ①-2 ①-Ｂ05 建造物文化財等調査事業 横手市 H29 R4 
03 ①-3 ①-Ｂ11 横手市増田伝統的建造物群保存地区修理等事業 横手市 H26 R9 
04 ①-3 ①-Ｂ12 吉田城跡管理事業 横手市 H17 R6 
05 ①-4 ①-Ｂ26 横手市増田伝統的建造物群保存地区防災・防犯意識啓発支援事業 所有者等 H26 R10 
06 ①-5 ①-Ｂ28 旧片野家住宅保存・活用方針検討事業 横手市 R2 R4 
07 ①-5 ①-Ｂ29 旧片野家住宅整備事業 横手市 R4 R6 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-1 ②-Ｂ01 地域の歴史・伝統文化講座開催事業【地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ②-1 ②-Ｂ02 郷土文化保存伝承支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H18 R9 
03 ②-1 ②-Ｂ03 横手市増田伝統的建造物群保存地区保存団体育成支援事業 所有者等 H26 R10 
04 ②-2 ②-Ｂ04 「横手を学ぶ郷土学」推進事業【地域遺産共通】 横手市 H27 R10 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ02 指定文化財等標柱及び説明板の設置・更新事業【地域遺産共通】 横手市 H17 R10 
03 ③-3 ③-Ｂ03 歴史素材を活かした広域連携事業 横手市 R3 R10 
04 ③-3 ③-Ｂ05 まちあるきワークショップ開催事業【地域遺産共通】 横手市 R5 R9 
05 ③-3 ③-Ｂ06 市民大学（仮称）講座開設事業（横手を学ぶ郷土学講座）【地域遺産共通】 横手市 R4 R6 
06 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H17 R6 
07 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【地域遺産共通】 横手市 H30 R9 
08 ③-3 ③-Ｂ10 ふるさと再発見地域探訪支援事業 民間団体等 H23 R4 
09 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【地域遺産共通】 横手市 R4 R10 
10 ③-3 ③-Ｂ17 増田の町並み記録動画更新及び活用事業【再掲】 横手市 R5 R10 
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地域遺産③「雄物川流域の河川交通の整備と多様な文化の流入」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本地域遺産については、把握及び周知・発信について重点的に進め、歴史文化遺産相互の関係性を明らかにするほ

か、時代によって変遷した河港跡の所在地や、舟運がもたらした影響を示す歴史文化遺産のさらなる把握も進める。 

マップ作製やまちあるきや探訪等について、本地域遺産を優先して進め、浸透を図る。 

（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-1 ①-Ａ01 歴史文化遺産リストの整備・更新【再掲・地域遺産共通】 横手市 
02 ①-1 ①-Ａ03 資料館施設等の資料台帳整備の促進【再掲・地域遺産共通】 横手市 
03 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・地域遺産共通】 横手市 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-1 ②-Ａ01 講習会等の情報提供【地域遺産共通】 民間団体等 
02 ②-2 ②-Ａ05 歴史文化遺産を活かした郷土教育の推進【地域遺産共通】 横手市 
03 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【地域遺産共通】 民間団体等 

③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【再掲・地域遺産共通】 横手市 
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（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

計画作成時は位置づけていない。 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

 

 

 

  

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-1 ②-Ｂ01 地域の歴史・伝統文化講座開催事業【地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ②-1 ②-Ｂ02 郷土文化保存伝承支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H18 R9 
03 ②-2 ②-Ｂ04 「横手を学ぶ郷土学」推進事業【地域遺産共通】 横手市 H27 R10 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ02 指定文化財等標柱及び説明板の設置・更新事業【地域遺産共通】 横手市 H17 R10 
03 ③-3 ③-Ｂ05 まちあるきワークショップ開催事業【地域遺産共通】 横手市 R5 R9 
04 ③-3 ③-Ｂ06 市民大学（仮称）講座開設事業（横手を学ぶ郷土学講座）【地域遺産共通】 横手市 R4 R6 
05 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H17 R6 
06 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【地域遺産共通】 横手市 H30 R9 
07 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【地域遺産共通】 横手市 R4 R10 
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地域遺産④「横手盆地を取り囲む信仰の山々」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本地域遺産については、把握及び周知・発信について重点的に進め、山に関連する神社や行事等に関する総合的な

把握を進めるとともに、まちあるきや探訪等の開催のほか、地元有識者や団体による講座等を開催する。行事等につ

いては、必要に応じ、記録保存を実施する。 

国指定である波宇志別神社神楽殿の保存修理を進め、磨き上げを実施するほか、継続して実施されている文化財防

火デーに合わせた防災訓練の取組みを継続する。 

（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-1 ①-Ａ01 歴史文化遺産リストの整備・更新【再掲・地域遺産共通】 横手市 
02 ①-1 ①-Ａ03 資料館施設等の資料台帳整備の促進【再掲・地域遺産共通】 横手市 
03 ①-1 ①-Ａ06 市内民俗行事等の現況把握【再掲】 横手市 
04 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・地域遺産共通】 横手市 
05 ①-4 ①-Ａ34 重要文化財等の防災訓練の実施支援【再掲】 所有者等 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-1 ②-Ａ01 講習会等の情報提供【地域遺産共通】 民間団体等 
02 ②-2 ②-Ａ05 歴史文化遺産を活かした郷土教育の推進【地域遺産共通】 横手市 
03 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【地域遺産共通】 民間団体等 

③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【再掲・地域遺産共通】 横手市 

（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ①-1 ①-Ｂ02 市内神社関係総合把握事業 横手市 R5 R6 
02 ①-2 ①-Ｂ08 民俗行事等の記録保存作成事業 横手市 R5 R9 
03 ①-3 ①-Ｂ16 波宇志別神社神楽殿維持管理支援事業 所有者等 H17 R10 
04 ①-3 ①-Ｂ20 重要文化財波宇志別神社神楽殿修理事業 所有者等 R6 R7 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-1 ②-Ｂ01 地域の歴史・伝統文化講座開催事業【地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ②-1 ②-Ｂ02 郷土文化保存伝承支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H18 R9 
03 ②-2 ②-Ｂ04 「横手を学ぶ郷土学」推進事業【地域遺産共通】 横手市 H27 R10 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ02 指定文化財等標柱及び説明板の設置・更新事業【地域遺産共通】 横手市 H17 R10 
03 ③-3 ③-Ｂ05 まちあるきワークショップ開催事業【地域遺産共通】 横手市 R5 R9 
04 ③-3 ③-Ｂ06 市民大学（仮称）講座開設事業（横手を学ぶ郷土学講座）【地域遺産共通】 横手市 R4 R6 
05 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H17 R6 
06 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【地域遺産共通】 横手市 H30 R9 
07 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【地域遺産共通】 横手市 R4 R10 
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地域遺産⑤「豪雪地帯の暮らしと食文化」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本地域遺産については、保存・整備及び周知・発信について重点的に進め、豪雪地帯である当地方の暮らしとそこ

で育まれた歴史文化遺産の浸透を図る。平鹿地域の琵琶沼など「トミヨ及びイバラトミヨ生息地」におけるトミヨ属

の生息状況調査及び生息環境を保全するほか、地域遺産②でも述べた建造物の調査や横手市増田伝統的建造物群保存

地区における取組みを進める。 

横手市増田まんが美術館におけるマンガ原画の収蔵やアーカイブと、美術館を利用した教育等に関連する取組みを

実施するほか、収蔵原画である「釣りキチ三平」等に描かれた狙半内地区での「三平の里整備」に関する検討を行う。 

雪に関連する食文化等について、継続して把握を進めるほか、国指定及び県指定の建造物に関する維持管理を支援

する。 

（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-1 ①-Ａ01 歴史文化遺産リストの整備・更新【再掲・地域遺産共通】 横手市 
02 ①-1 ①-Ａ03 資料館施設等の資料台帳整備の促進【再掲・地域遺産共通】 横手市 
03 ①-1 ①-Ａ05 市内建造物等の現況把握【再掲】 横手市 
04 ①-1 ①-Ａ08 トミヨ属生息状況の把握 横手市 
05 ①-2 ①-Ａ12 景観重要建造物の指定の検討 横手市 
06 ①-2 ①-Ａ14 歴史的風致形成建造物の指定の推進 横手市 
07 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・地域遺産共通】 横手市 
08 ①-4 ①-Ａ34 重要文化財等の防災訓練の実施支援【再掲】 所有者等 
09 ①-4 ①-Ａ35 建築基準法適用除外の方針の検討 横手市 
10 ①-4 ①-Ａ36 整備済みの防災施設の点検と啓発 横手市 
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②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-1 ②-Ａ01 講習会等の情報提供【地域遺産共通】 民間団体等 
02 ②-1 ②-Ａ02 ヘリテージマネージャーの育成支援 民間団体等 
03 ②-1 ②-Ａ04 修理技術者講習会の開催 横手市 
04 ②-2 ②-Ａ05 歴史文化遺産を活かした郷土教育の推進【地域遺産共通】 横手市 
05 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【地域遺産共通】 民間団体等 

③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-1 ③-Ａ01 修理事業説明会の開催 横手市 
02 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【再掲・地域遺産共通】 横手市 

 

（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

 

 

  

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ①-2 ①-Ｂ05 建造物文化財等調査事業 横手市 H29 R4 
02 ①-2 ①-Ｂ07 マンガ原画調査研究等事業 横手市 R4 R6 
03 ①-3 ①-Ｂ11 横手市増田伝統的建造物群保存地区修理等事業 横手市 H26 R9 
04 ①-3 ①-Ｂ14 県指定天然記念物生息環境保全事業 横手市 H30 R6 
05 ①-3 ①-Ｂ15 マンガ原画の収蔵とアーカイブ事業 横手市 R1 R10 
06 ①-3 ①-Ｂ17 旧日新館維持管理支援事業 所有者等 H17 R10 
07 ①-3 ①-Ｂ18 佐藤家住宅維持管理支援事業 所有者等 H30 R10 
08 ①-3 ①-Ｂ19 旧松浦家住宅維持管理支援事業 所有者等 R2 R10 
09 ①-3 ①-Ｂ21 重要文化財旧松浦家住宅保存修理事業 所有者等 R7 R10 
10 ①-4 ①-Ｂ26 横手市増田伝統的建造物群保存地区防災・防犯意識啓発支援事業 所有者等 H26 R10 
11 ①-4 ①-Ｂ27 重要文化財旧松浦家住宅防災施設等整備事業 所有者等 R3 R10 
12 ①-5 ①-Ｂ31 三平の里整備検討事業 横手市 R5 R5 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-1 ②-Ｂ01 地域の歴史・伝統文化講座開催事業【地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ②-1 ②-Ｂ02 郷土文化保存伝承支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H18 R9 
03 ②-1 ②-Ｂ03 横手市増田伝統的建造物群保存地区保存団体育成支援事業 所有者等 H26 R10 
04 ②-2 ②-Ｂ04 「横手を学ぶ郷土学」推進事業【地域遺産共通】 横手市 H27 R10 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ02 指定文化財等標柱及び説明板の設置・更新事業【地域遺産共通】 横手市 H17 R10 
03 ③-3 ③-Ｂ04 まんが美術館を利用した教育推進事業（マガジンプロジェクト） 横手市 R1 R10 
04 ③-3 ③-Ｂ05 まちあるきワークショップ開催事業【地域遺産共通】 横手市 R5 R9 
05 ③-3 ③-Ｂ06 市民大学（仮称）講座開設事業（横手を学ぶ郷土学講座）【地域遺産共通】 横手市 R4 R6 
06 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H17 R6 
07 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【地域遺産共通】 横手市 H30 R9 
08 ③-3 ③-Ｂ09 まんが美術館を利用した教育推進事業（セカンドスクール） 横手市 R1 R10 
09 ③-3 ③-Ｂ11 りんごの歴史探訪支援事業 所有者等 R1 R5 
10 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【地域遺産共通】 横手市 R4 R10 
11 ③-3 ③-Ｂ17 増田の町並み記録動画更新及び活用事業【再掲】 横手市 R5 R10 
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地域遺産⑥「近世由来の伝統文化とコミュニティ」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本地域遺産については、把握及び周知・発信について重点的に進め、市内の神社等について、建造物ばかりでなく、

関連行事や民俗芸能のほか、美術工芸品等を含む総合的な把握を行い、その成果を踏まえて詳細調査や指定を進める。

また、主として市の指定を受けた民俗芸能や行事等について、準備から実施までの一連の過程に関する記録保存を実

施し、アーカイブ化を行う。探訪やまちあるき等の開催にあたっては、行事の実施に合わせた開催も視野に、伝統行

事に触れる機会の創出に努める。 

（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-1 ①-Ａ01 歴史文化遺産リストの整備・更新【再掲・地域遺産共通】 横手市 
02 ①-1 ①-Ａ03 資料館施設等の資料台帳整備の促進【再掲・地域遺産共通】 横手市 
03 ①-1 ①-Ａ05 市内建造物等の現況把握【再掲】 横手市 
04 ①-1 ①-Ａ06 市内民俗行事等の現況把握【再掲】 横手市 
05 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・地域遺産共通】 横手市 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-1 ②-Ａ01 講習会等の情報提供【地域遺産共通】 民間団体等 
02 ②-2 ②-Ａ05 歴史文化遺産を活かした郷土教育の推進【地域遺産共通】 横手市 
03 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【地域遺産共通】 民間団体等 
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③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【再掲・地域遺産共通】 横手市 

（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ①-1 ①-Ｂ02 市内神社関係総合把握事業 横手市 R5 R6 
02 ①-2 ①-Ｂ05 建造物文化財等調査事業 横手市 H29 R4 
03 ①-2 ①-Ｂ08 民俗行事等の記録保存作成事業 横手市 R5 R9 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-1 ②-Ｂ01 地域の歴史・伝統文化講座開催事業【地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ②-1 ②-Ｂ02 郷土文化保存伝承支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H18 R9 
03 ②-2 ②-Ｂ04 「横手を学ぶ郷土学」推進事業【地域遺産共通】 横手市 H27 R10 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・地域遺産共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ02 指定文化財等標柱及び説明板の設置・更新事業【地域遺産共通】 横手市 H17 R10 
03 ③-3 ③-Ｂ05 まちあるきワークショップ開催事業【地域遺産共通】 横手市 R5 R9 
04 ③-3 ③-Ｂ06 市民大学（仮称）講座開設事業（横手を学ぶ郷土学講座）【地域遺産共通】 横手市 R4 R6 
05 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【地域遺産共通】 民間団体等 H17 R6 
06 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【地域遺産共通】 横手市 H30 R9 
07 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【地域遺産共通】 横手市 R4 R10 
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３．歴史文化遺産保存活用区域における措置 

歴史文化遺産保存活用区域について、第５章５．で設定した方針のもと、第５章６．で述べた設定の考え方及び基

本的な方向性を踏まえ、羽州街道歴史文化遺産保存活用区域、雄物川歴史文化遺産保存活用区域の両区域について計

画期間中の実施方針及び措置を述べる。なお、各歴史文化遺産保存活用区域に関する措置について、全ての地域遺産

に重複して位置付けられる措置は、事業名の後に【区域共通】と記載している。 

■各歴史文化遺産保存活用区域共通の実施方針 

・ 両区域内は、「第３次横手市観光振興計画」や「横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計

画」などに基づき、文化観光等の観光振興に関する取組みを推進していくために、主としてこれらの関連計画

や「横手市歴史的風致維持向上計画」に位置づけられた事業を実施するほか、個々の歴史文化遺産や地域遺産

に係る措置についても区域内を優先して実施する。 

・ 国指定等文化財やマンガ原画等の訴求力の高い歴史文化遺産を核にして、地域遺産を活かした各種素材の

パッケージ化を進めるほか、映像やガイドマップ等の作成や公開を行い、主要公共施設等において市内歴史的

風致映像を公開し、周知を図る。歴史文化遺産保存活用区域内でのまちあるきモデルルートについても設定を

進め、多言語に対応した広域観光案内板、地域観光案内板や周辺施設案内板の設置を進める。また、市内に

は、国内でも著名な人物や事跡に関する歴史文化遺産が多数存在するため、区域内の資料館施設での特別展等

の開催や建造物の公開等により、多くの来街者に横手の歴史文化に触れる機会の創出を図る。 

・ （一社）横手市観光推進機構などの観光関係団体や（一財）横手市増田まんが美術財団などの関係する団体

との連携を深めるほか、「観光エキスパート制度」などを活用して体験型メニューの提供を検討するととも

に、ガイド養成等を通じ、地域遺産を通して横手の魅力を発信できる人材の育成や確保に努める。 

・ こうした活用を進めるにあたって、保存環境等に係る基盤を強化するため、アーカイブセンター機能や歴史

文化遺産の保存・活用相談センター機能の導入のほか、建造物の維持や修理に関する相談機能を拡充させるこ

とで、歴史文化遺産の保存・活用を進めるにあたっての情報収集や困りごとを気軽に相談できる環境づくりを

行う。これにあたっては保存団体等とも課題を共有し、後世への継承を図るための対策の検討も意識する。 

「羽州街道歴史文化遺産保存活用区域」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本区域は、横手市増田伝統的建造物群保存地区や横手地区で行われる「横手のかまくら」や「横手の送り盆行事」

等の効果もあり、既に一定の来街者があるが、スポット的な観光が中心であり、区域内の回遊性が十分に図られてい

るとは言い難い状況にある。 

このため、文化観光等の観光振興に関する取組みを推進し、本区域内全体の回遊性の強化を図るほか、旧城下町一

帯と、横手市増田伝統的建造物群保存地区及び横手市増田まんが美術館一帯の２つのエリアについては、重点的に徒

歩によるまちなか回遊性の強化を図る。これにあたり、「横手市歴史的風致維持向上計画」等に位置付けられた羽黒

町・上内町地区景観重点地区や増田地区景観重点地区の景観保全のほか、携帯端末による現地での情報発信を効果的

に進めるため、公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）環境の整備も進める。また、来街者の快適な回遊を促すべく、交通アクセス

の改善や歩行者空間の整備を進めるとともに、果樹栽培等の生産環境を一望できる丘陵地への展望スペースの整備に

ついて検討するなど、来街者の受入れ体制を整え、情報発信と合わせた措置を図る。 

このほか、横手城跡や羽黒町の旧片野家住宅などの旧城下町一帯を核としたまちなか回遊性を強化するための面的

な整備について検討する。また、横手市増田伝統的建造物群保存地区を核に、十文字駅付近から吉乃鉱山跡付近まで

を連ねる手倉街道沿線の整備方針についても検討する。日本マンガ学会の開催など、会議や研修会等の全国的な大会

等の誘致を図り、全国から集った参加者が本市の魅力を発信するサポーターとなることを目指す。  
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（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-2 ①-Ａ12 景観重要建造物の指定の検討【再掲】 横手市 
02 ①-2 ①-Ａ13 景観重点地区の追加の検討【再掲】 横手市 
03 ①-2 ①-Ａ14 歴史的風致形成建造物の指定の推進【再掲】 横手市 
04 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・区域共通】 横手市 
05 ①-4 ①-Ａ34 重要文化財等の防災訓練の実施支援【再掲・区域共通】 所有者等 
06 ①-4 ①-Ａ36 整備済みの防災施設の点検と啓発【再掲】 横手市 
07 ①-5 ①-Ａ37 旧石田理吉家の公開 横手市 
08 ①-5 ①-Ａ38 増田の町並みへの来街者受入れ基盤の整備支援 民間団体等 
09 ①-5 ①-Ａ39 増田の町並み内施設及びまんが美術館の連携強化 横手市 
10 ①-5 ①-Ａ40 横手市増田伝統的建造物群保存地区保存計画の改正の検討 横手市 
11 ①-6 ①-Ａ41 横手遺産（仮称）認定制度の創設【再掲・区域共通】 横手市 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【再掲・区域共通】 民間団体等 

③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-1 ③-Ａ01 修理事業説明会の開催【再掲】 横手市 
02 ③-1 ③-Ａ02 発掘調査現地説明会の開催【再掲・区域共通】 横手市 
03 ③-2 ③-Ａ05 歴史的建造物相談の拡充【区域共通】 民間団体等 
04 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【区域共通】 横手市 
05 ③-3 ③-Ａ09 石坂洋次郎文学記念館企画展 横手市 
06 ③-3 ③-Ａ10 展望台企画展の開催 横手市 

 

（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

 

 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ①-2 ①-Ｂ04 旧片野家住宅調査事業【再掲】 横手市 R2 R3 
02 ①-2 ①-Ｂ06 後三年合戦関連遺跡群調査事業【再掲・区域共通】 横手市 H22 R6 
03 ①-2 ①-Ｂ07 マンガ原画調査研究等事業【再掲】 横手市 R4 R6 
04 ①-3 ①-Ｂ11 横手市増田伝統的建造物群保存地区修理等事業【再掲】 横手市 H26 R9 
05 ①-3 ①-Ｂ15 マンガ原画の収蔵とアーカイブ事業【再掲】 横手市 R1 R10 
06 ①-3 ①-Ｂ21 重要文化財旧松浦家住宅保存修理事業【再掲】 所有者等 R7 R10 
07 ①-3 ①-Ｂ22 マンガ原画アーカイブセンター運営事業 民間団体等 R2 R6 
08 ①-3 ①-Ｂ23 羽黒町・上内町地区景観重点地区景観形成事業 所有者等 H26 R9 
09 ①-3 ①-Ｂ24 増田地区景観重点地区景観形成事業 所有者等 R1 R9 
10 ①-4 ①-Ｂ26 横手市増田伝統的建造物群保存地区防災・防犯意識啓発支援事業【再掲】 所有者等 H26 R10 
11 ①-4 ①-Ｂ27 重要文化財旧松浦家住宅防災施設等整備事業【再掲】 所有者等 R3 R10 
12 ①-5 ①-Ｂ28 旧片野家住宅保存・活用方針検討事業【再掲】 横手市 R2 R4 
13 ①-5 ①-Ｂ29 旧片野家住宅整備事業【再掲】 横手市 R4 R6 
14 ①-5 ①-Ｂ30 国史跡大鳥井山遺跡整備基本計画策定事業【再掲】 横手市 R7 R8 
15 ①-5 ①-Ｂ32 ２次アクセス連携事業 横手市 R3 R3 
16 ①-5 ①-Ｂ33 北部重点区域環境整備検討事業 横手市 R2 R4 
17 ①-5 ①-Ｂ34 増田の町並み回遊性向上事業 横手市 R3 R5 
18 ①-5 ①-Ｂ35 まんが美術館を中核とした文化観光推進事業【区域共通】 横手市 R2 R6 
19 ①-5 ①-Ｂ36 魅力増進マーケティング調査事業【区域共通】 横手市 R3 R6 
20 ①-5 ①-Ｂ37 都市計画道路八幡根岸線事業 秋田県 H29 R6 
21 ①-5 ①-Ｂ38 果樹園景観眺望視点場整備事業 横手市 R4 R5 
22 ①-5 ①-Ｂ39 マンガの蔵収蔵庫拡充整備検討事業 横手市 R5 R6 
23 ①-5 ①-Ｂ40 手倉街道沿線環境整備検討及び整備事業 横手市 R6 R9 



横手市歴史文化遺産保存活用地域計画 

 
144 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

 

「雄物川歴史文化遺産保存活用区域」に関する措置 

●計画期間中の実施方針 

本区域では、保呂羽山波宇志別神社や沼館城跡、雄物川流域に広がる鹿島行事など、特徴的な歴史文化遺産が多く

あり、観光振興に寄与すると想定される要素もみられる。しかし、多くの来街者が訪れているとは言い難く、把握や

調査等についても強化の余地があるほか、主要な歴史文化遺産についても視認性の向上が必要である。 

このため、今後文化観光等の観光振興に関する取組みを推進していくために必要な把握や調査、価値付け等を優先

して進め、将来的な回遊性の強化を図るための基盤整備を行う。波宇志別神社神楽殿の保存修理を進めるほか、「横

手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画」や「横手市歴史的風致維持向上計画」等に基づく措置に

ついても、主としてソフト事業を中心に進め、周知・発信を強化することで、本区域の持つ歴史的な重要性の周知に

努める。案内板の増設等を実施するなど、視認性向上を意識した措置も実施する。 

地域遺産の方針において学びの拠点として位置付けた雄物川郷土資料館等の資料館施設へ、歴史文化遺産保存・活

用相談センター機能やアーカイブセンター機能の導入を図り、所有者等が相談しやすい環境構築のほか、歴史文化遺

産に係る多様な情報発信に努める。 

（1）対応 

①「仕組みづくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ①-4 ①-Ａ33 文化財保存活用支援団体の指定の検討【再掲・区域共通】 横手市 
02 ①-4 ①-Ａ34 重要文化財等の防災訓練の実施支援【再掲・区域共通】 所有者等 
03 ①-6 ①-Ａ41 横手遺産（仮称）認定制度の創設【再掲・区域共通】 横手市 

②「人づくり」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ②-1 ②-Ａ03 雄勝城推定地の調査協力【再掲】 民間団体等 
02 ②-2 ②-Ａ06 体験型メニューの提供のための人材育成及び活用【再掲・区域共通】 民間団体等 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-1 ②-Ｂ03 横手市増田伝統的建造物群保存地区保存団体育成支援事業【再掲】 所有者等 H26 R10 
02 ②-2 ②-Ｂ05 大学等連携事業【再掲・区域共通】 横手市 R3 R6 
03 ②-2 ②-Ｂ06 ガイド養成事業【区域共通】 横手市 R1 R9 
04 ②-2 ②-Ｂ07 日本マンガ学会開催による魅力増進事業 横手市 R4 R4 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・区域共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【再掲・区域共通】 民間団体等 H17 R6 
03 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【再掲・区域共通】 横手市 H30 R9 
04 ③-3 ③-Ｂ10 ふるさと再発見地域探訪支援事業【再掲】 民間団体等 H23 R4 
05 ③-3 ③-Ｂ11 りんごの歴史探訪支援事業【再掲】 所有者等 R1 R5 
06 ③-3 ③-Ｂ12 後三年合戦周知事業【再掲・区域共通】 横手市 H21 R6 
07 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【再掲・区域共通】 横手市 R4 R10 
08 ③-3 ③-Ｂ14 歴史文化遺産保存活用区域内の案内板設置事業【区域共通】 横手市 R2 R9 

09 ③-3 ③-Ｂ15 
歴史文化遺産保存活用区域の情報発信事業（歴史的風致等情報発信事業）
【区域共通】 

横手市 R1 R9 

10 ③-3 ③-Ｂ16 りんごまつり開催支援事業 所有者等 S41 R9 
11 ③-3 ③-Ｂ17 増田の町並み記録動画更新及び活用事業 横手市 R5 R10 
12 ③-3 ③-Ｂ18 まんが美術館PRサポーター事業【区域共通】 横手市 R1 R10 
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③「周知・発信」に関する対応 

番号 方針 措置番号 措置名 実施主体 
01 ③-1 ③-Ａ02 発掘調査現地説明会の開催【再掲・区域共通】 横手市 
02 ③-1 ③-Ａ03 文化財アーカイブセンター機能の導入 横手市 
03 ③-2 ③-Ａ04 歴史文化遺産保存・活用相談センター機能の導入 横手市 
04 ③-2 ③-Ａ05 歴史的建造物相談の拡充【区域共通】 民間団体等 
05 ③-3 ③-Ａ07 市内歴史的風致映像の公開【区域共通】 横手市 
06 ③-3 ③-Ａ08 雄物川郷土資料館企画展の開催 横手市 
07 ③-3 ③-Ａ11 むのたけじ「たいまつ記念室」の公開 横手市 

 

（2）事業 

①「仕組みづくり」に関する事業 

②「人づくり」に関する事業 

③「周知・発信」に関する事業 

 

 

 

 

 

 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ①-2 ①-Ｂ06 後三年合戦関連遺跡群調査事業【再掲・区域共通】 横手市 H22 R6 
02 ①-3 ①-Ｂ20 重要文化財波宇志別神社神楽殿修理事業【再掲】 所有者等 R6 R7 
03 ①-5 ①-Ｂ35 まんが美術館を中核とした文化観光推進事業【区域共通】 横手市 R2 R6 
04 ①-5 ①-Ｂ36 魅力増進マーケティング調査事業【区域共通】 横手市 R3 R6 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ②-2 ②-Ｂ05 大学等連携事業【再掲・区域共通】 横手市 R3 R6 
02 ②-2 ②-Ｂ06 ガイド養成事業【区域共通】 横手市 R1 R9 

番
号 

方針 
措置 
番号 

事業名 事業主体 
事業期間 
開始 終了 

01 ③-2 ③-Ｂ01 歴史文化遺産保存活用地域計画普及事業【再掲・区域共通】 横手市 R3 R10 
02 ③-3 ③-Ｂ07 文化財探訪支援事業【再掲・区域共通】 民間団体等 H17 R6 
03 ③-3 ③-Ｂ08 地域遺産（歴史的風致）探訪事業【再掲・区域共通】 横手市 H30 R9 
04 ③-3 ③-Ｂ12 後三年合戦周知事業【再掲・区域共通】 横手市 H21 R6 
05 ③-3 ③-Ｂ13 地域遺産ガイド及びマップ作製【再掲・区域共通】 横手市 R4 R10 
06 ③-3 ③-Ｂ14 歴史文化遺産保存活用区域内の案内板設置事業【区域共通】 横手市 R2 R9 

07 ③-3 ③-Ｂ15 
歴史文化遺産保存活用区域の情報発信事業（歴史的風致等情報発信事業） 
【区域共通】 

横手市 R1 R9 

08 ③-3 ③-Ｂ18 まんが美術館PRサポーター事業【区域共通】 横手市 R1 R10 
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４．措置の一覧 

これまでに述べた、計画期間中に位置づける措置の一覧を、第 5章で述べた方針毎に一覧にした。 

 

■措置の一覧表について 

・原則として、本章冒頭で述べた「■各項における措置の表について」の記載方式に即している。 

・「対応」及び「事業」のいずれについても、「措置対象区分」の列に「●」を付したものが、主として位置付け

ている区分であり、「○」の付されたものは「再掲」として位置付けたものである。 

・「財源」の列に「検討中」とあるものは、詳細は未定だが補助事業の活用を検討しているものである。 

・備考欄には当該措置が位置付けられている関連計画や例規等を記載する。このうち、横手市歴史的風致維持向上

計画には、「※○-○」の形式で当該計画における事業番号を記載している。また、国庫補助事業等の活用を予定

する場合は、検討中の補助事業名を●の後に太字で示した。 

 

 

（1）対応 
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（2）事業 
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第７章 計画の推進体制と進捗管理 

１．計画の推進体制 

歴史文化遺産の保存・活用を推進していくにあたっ

ては、関係各課との意識と情報の共有が不可欠であり、

多岐にわたる分野の施策を連携して実施する必要があ

る。このため本計画を推進するにあたり、まちづくり

推進部文化振興課を事務局に、文化財保護課、観光お

もてなし課、都市計画課、地域づくり支援課、生涯学

習課、各地域局地域課等と連携した庁内体制を構築す

る。 

 また、措置の実施にあたっては、関係機関や団体な

どと協働で進めるほか、文化財保護法第 183条の 9

第 1項に基づき設置した「横手市歴史文化遺産保存

活用推進協議会」において、計画の推進や変更、措

置の円滑な実施について協議を行う。必要に応じて

文化財保護審議会等の各審議会に報告し助言を得る

ほか、歴史文化遺産等所有者や関係団体との連携を

行うものとする。 

 庁内組織にあたっては、把握から活用に至るプロ

セスの共通認識のもと、連携を促進する。 

（表 11）歴史文化遺産の保存・活用の体制 

市町村 

まちづくり推進部 文化振興課【所管課】 伝統文化係・重伝建係・マンガ戦略係 

・文化財の活用と歴史を活かしたまちづくりに関すること。伝統的建造物群保存地区および文化的景観に関する

こと。横手市増田まんが美術館に関すること。 

 ・職員 10名（うち建造物の専門職１名、美術工芸品の専門職１名） 

横手市教育委員会 教育総務部 文化財保護課 文化財保護係・埋蔵文化財係 

・文化財の保護に関すること（伝統的建造物群及び文化的景観を除く）。調査及び指定に関すること。市内資料

館等施設の運営に関すること。 

 ・職員７名（うち埋蔵文化財の専門職２名、地質鉱物の専門職１名） 

【関係課】 

まちづくり推進部 地域づくり支援課 

・地域運営組織、地区会議、地域振興、地域づくり活動に関すること。 

まちづくり推進部 増田地域課 

・伝統的建造物群保存地区の観光及び地区内の公共施設に関すること。 

商工観光部 観光おもてなし課 

・観光的活用や広報に関すること。横手城展望台及びかまくら館に関すること。 

 
連携体制図 

 
庁内組織の広義的な分担のイメージ 
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建設部 都市計画課 

・横手市景観計画及び景観重点地区に関すること。屋外広告物に関すること。 

横手市教育委員会 教育総務部 生涯学習課 

・石坂洋次郎文学記念館、美術品収蔵庫に関すること。市内公民館等施設に関すること。生涯学習の振興に関す

ること。 

横手市教育委員会 教育総務部 図書館課 

・市内図書館に関すること。 

関係機関 

【美術館・資料館施設等】 

雄物川郷土資料館（博物館相当施設）（所管：文化財保護課） 

・地域の自然・歴史・民俗など郷土文化全般の資料を収集展示する。 

横手市増田まんが美術館（博物館相当施設）（所管；文化振興課）※㈶横手市増田まんが美術財団に指定管理。 

・マンガ作品に関する展示を行うとともに、マンガ原画の収蔵及びアーカイブを実施。 

後三年合戦金沢資料館（所管：文化財保護課） 

・後三年合戦に関する資料や、金澤八幡宮の資料を展示する。 

平鹿農村文化伝承館（所管：文化財保護課） 

・農村の伝統芸能、工芸品の普及伝承、民俗資料の保存・展示を行う。 

ほろわの里資料館（所管：文化財保護課） 

・波宇志別神社神楽殿修理事業と保呂羽山の霜月神楽の資料を展示する。 

石坂洋次郎文学記念館（所管：生涯学習課） 

 ・作家石坂洋次郎の文学的業績をたたえ、関連する資料を展示する。 

横手公園展望台（所管：観光おもてなし課） 

・展望台の維持管理と歴史文化に関する資料等を展示する。 

横手市ふれあいセンターかまくら館（所管：観光おもてなし課）※(一社)横手市観光協会に指定管理。 

・業務内容 貸館業務と横手の送り盆行事やかまくら行事の祭具等の資料を展示。 

【文化財等公開施設】 

旧石田理吉家（所管：増田地域課） 

・伝統的建造物群保存地区内にある市指定文化財の公開。 

旧石平金物店（所管：増田地域課） 

・伝統的建造物群保存地区内にある伝統的建造物の公開。 

【埋蔵文化財センター等】 

遺跡発掘調査事務所（所管：文化財保護課） 

・市内の埋蔵文化財等発掘調査に伴う出土資料等の整理作業を実施している。 

地方文化財保護審議会及び関連する協議会等 

横手市文化財保護審議会 

 ・教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項

に関して建議を行う。 

 ・委員 11名 

（専門委員９名：建造物・絵画・彫刻・古文書・考古資料・歴史資料・民俗・史跡・天然記念物各１名） 
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横手市伝統的建造物群保存審議会 

 ・横手市の諮問に応じて、伝統的建造物群保存地区の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及び

これらの事項に関して協議を行う。 

 ・委員 12名（専門委員４名：伝統的建造群４名・都市計画１名） 

横手市歴史文化遺産保存活用推進協議会 

 ・歴史文化遺産保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定歴史文化遺産保存活用地域計画の実施

に係る連絡調整を行う。 

 ・委員 16名 

（専門委員７名：建造物・民俗・史跡・伝統的建造物群・文化的景観・都市計画・観光各１名） 

横手市歴史的風致維持向上協議会 

 ・歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に係る協議並びに認定を受けた歴史的風致維持向上計画の実施に係る

連絡調整を行うほか、歴史的風致維持及び向上に関し必要な事項について協議を行う。 

 ・委員 14名（専門委員５名：建造物・史跡・伝統的建造物群・都市計画・観光各１名） 

文化財保護指導委員 

  令和３年３月末時点で設置していない。 

その他民間団体等（※法人格を所有する団体） 

一般社団法人横手市観光推進機構 

・「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、行政や民間団体等と協同し、観光地域づく

り戦略を策定する。 

一般社団法人横手市観光協会 

・横手市ふれあいセンターかまくら館の運営に関する指定管理を受託。横手の送り盆行事やかまくら行事などを

主催する。 

一般社団法人増田町観光協会 

・横手市増田伝統的建造物群保存地区に関する観光案内業務のほか、盆踊り行事や増田の梵天行事等を主催する。 

一般財団法人横手市増田まんが美術財団 

・横手市増田まんが美術館の運営に関する指定管理を受託し、マンガ作品に関する展示を行うとともに、マンガ

原画の収蔵及びアーカイブを実施する。 

都道府県や域外の関係機関等との連携 

秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室 

・文化財保護班と埋蔵文化財・世界遺産登録推進班の２班により、文化財の保護と活用を行う。 

秋田県立博物館 

・秋田の歴史と自然にかかわる資料を展示するとともに、出前講座などの教育普及活動、セカンドスクール等の

学習振興活動を行う。 

秋田県埋蔵文化財センター 

・埋蔵文化財の発掘調査や、遺物などを活用した教育・普及活動を行う。市町村での発掘調査について助言や人

員の派遣等も行っている。 

秋田県立近代美術館 

・秋田県の近代以降の美術作品を中心に、収集・展示・普及啓発事業を行う。 
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２．進捗管理と自己評価 

 本計画の実行にあたり、以下の観点から、本市独自に進

捗評価、中間評価・最終評価からなる進行管理・評価制度

を導入する。なお、自己評価に関し、横手市歴史文化遺産

保存活用推進協議会からの意見聴取を行う。 

①PDCAサイクルの導入により、計画を着実に推進する。 

②協議会、有識者等の第三者の客観的な視点を取り入れ

ることで、計画の質を担保する。 

③計画の進捗状況を公開することにより、アカウンタビリ

ティを確保する。 

第６章でも記載したように、本計画の計画期間の中間と

なる令和６年（2024）度に中間評価を行う。中間評価及び当該時点における社会情勢を勘案し、各措置の見直しを含

めた計画全体の見直しを実施するとともに、その内容を踏まえ、令和８年（2026）度に予定する第３次横手市総合計

画の改訂にも反映させる。 

（1） 毎年度の評価 

＜進捗評価＞ 毎年度実施【アウトプットの評価】 

◎地域計画の進捗状況（アウトプット）の評価【自己評価】 

・組織体制、計画の波及効果、方針及び措置の総合的な進捗状況、横手市の歴史文化遺産の保存・活用に関する

総合的な状況及び効果・影響等に関する評価。 

○各方針の進捗状況（アウトプット）の評価【自己評価】 

  ・歴史文化遺産、地域遺産、歴史文化遺産保存活用区域における、対応の進捗を踏まえた方針単位での進捗状況

の評価。 

○各措置のうち、事業の進捗状況（アウトプット）の評価【自己評価】 

  ・横手市総合計画以外の関連計画（第５章４．参照）に根拠のある措置の評価については、参考報告とする。 

（2） 中間期、最終期の評価 

＜中間評価／最終評価＞ 中間年度及び最終年度に実施【アウトカムの評価】 

◎地域計画の達成状況（アウトカム）の評価【自己評価・外部評価】 

・組織体制、計画の波及効果、方針及び措置の総合的な達成状況、横手市の歴史文化遺産の保存・活用に関する 

総合的な状況及び効果・影響等に関する評価。 

○各方針の達成状況（アウトカム）の評価【自己評価・外部評価】 

  ・歴史文化遺産、地域遺産、歴史文化遺産保存活用区域における、方針単位での達成状況の評価。 

○措置の質の評価【外部評価】 

・「横手市の歴史文化の特徴」の観点から適切な措置であるかなど、質について外部有識者等による評価。 
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巻末資料 

１．既存の調査一覧 

 第５章２．で示した既存の調査について、文化財等調査報告を基に一覧を掲載する。このほか、本市の歴史文化遺

産の把握にあたり、基礎資料として重点的に調査を実施した埋蔵文化財調査報告及び自治体史についても一覧を掲載

する。 

（表 12）既存の文化財等調査の一覧 
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・国や秋田県、横手市及び市町村合併以前の旧横手市及び平鹿郡の各自治体が主体となって実施した調査を一覧表に

まとめている。 

・自治体等における紀要等における論文や報告等の成果や、文化財保護団体等による調査報告や会誌等における研究

成果は取りまとめていない。 

・令和３年３月末時点での情報を基に収載している。 
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（表 13）既存の文化財調査の一覧（埋蔵文化財発掘調査） 
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・令和３年３月末時点での情報を基に収載している。 
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（表 14）市町村史等の一覧 

 

・戦後から平成にかけて発行された市町村史の一覧となる。 

・これら市町村史の編さんにあたり、各地域において資料目録や史料集、郷土史資料などが発行されており、古文書

類を主とした把握がなされている。 

・令和３年３月末時点での情報を基に収載している。 
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２．調査の進捗状況 

 第５章２．（２）で示した既存の調査に基づく市内各地域及び類型ごとの状況について、一覧で掲載する。 

（表 15）調査の進捗状況 

 

（表 16）調査の進捗状況（表 15のうち、美術工芸品） 

 

 ◎：多く分布、○：分布、×：該当なし、△：調査不足、未：未調査 
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３．本計画で使用した地域及び地区の区分 

 本計画で分類した地域や地区の区分は、下記の通りとなっている。本計画では、歴史文化遺産の分類にあたり、市

内を８地域 32地区に区分し、取りまとめを実施した。ここでいう「地域」は、平成 17年（2005）に合併する以前の

市町村を単位とし、「地区」は原則として、明治 22年（1889）の町村制施行時の町村を単位としている。 
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